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大和高田市寺内町 長屋活用提案

2012.03.10   上 嶋 晴 久

横大路 伊勢街道

本郷寺内町

大和紡績
明治２９年
大日本紡績
（ユニチカ）

片塩

近鉄高田駅前

天神橋筋

平安後期から鎌倉に
かけて、大荘園一乗
院領平田荘の中心
が高田郷であった。

慶長５年（１６００年）、有井にあった
正行寺を僧の円慶が、専立寺として
移し、この頃入部した桑山氏とともに、
寺内町の計画的まちづくりを行なう。

本郷と寺内町

寺内表町＝本町通り
周辺の村から商人が流入
（狐井屋、穴虫屋等）

寺内新町＝市町通り
綿を商う商家（村島家等）

大和高田市
中心市街地

国鉄 明治２５年

大阪電気軌道 昭和２年

大阪鉄道 昭和４年
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元
町
通
り

本
町
通
り

市
町
通
り

大和高田 寺内町

片岡家（1864）

村島家（1861）

中西家（19世紀中頃）

村島家（1804）

村島家（19世紀前半）
森本電気
吉野銀行～S9南都銀行

当麻家（1804）・中川家

専立寺（1600）

森川商店
S3大和貯蓄銀行～S19南都銀行

岡本歯科医院

M4中川吉造
博士の生家

長谷本寺（708-715）

大和高田 寺内町
東西220～280ｍ 南北570ｍ 面積12.5ha

地名 世帯数 人口
番

（住居表示）
合計

歴史的
建造物

その他
建物

空き地
駐車場

内本町 193 461

1 14 6 8 0

2 10 1 5 4

3 14 0 11 3

4 21 7 11 3

5 36 14 17 5

6 24 6 15 3

7 28 14 10 4

8 45 14 23 8

9 27 15 11 1

10 46 23 17 6

11 19 9 8 2

12 25 12 9 4

13 19 9 5 5

小計 328 130 150 48

南本町 （195） （449）

1 26 18 4 4

2 14 5 6 3

3 24 9 11 4

4 31 12 12 7

5 29 5 21 3

6 31 6 21 4

7 32 16 12 4

8 34 12 17 5

9 8 1 6 1

小計 229 84 110 35

寺内町全体 557 214 260 83

上記（ ）内数字は、南本町10番お飛び11番の寺内町以外の地区を含む。

84
110

35

南本町

214
260

83

全体

130 150

48

内本町

調査：大和高田市 本町・市町地区まちづくり協議会＆夢咲塾
協力：（社）奈良県建築士会（地域の歴史的建造物の保全・活用に係る専門家育成事業）
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建物の現況

大和高田地区 種別 全体改修

所在地 奈良県大和高田市内本町５丁目

1-1 建物の構造など（現況）
構 造 木造、２階建、平入り、３軒長屋

規 模 間口10（2.5＋3.0＋4.5）間×奥行4間（桁行19.20ｍ、梁間7.28ｍ）

１階床面積：139.77㎡ ２階床面積：122.30㎡

建築の年代 戦前（昭和十年代）に建てられた長屋（借家）

敷地面積 約175㎡（53坪）都市計画道路の道路拡幅により敷地面積が当初より減少

都市計画区域 ■区域内〔■市街化区域〕用途地域：近隣商業地域（400/80）、準防火地域、

前面道路 16ｍ市道（市役所通り）

現在の用途 共同住宅、店舗併用住宅（長屋）

指定の有無 登録有形文化財等の指定は受けていない。

1-2 建物の仕上げなど（現況）
屋根の形式 切妻、５寸勾配、南側の一部に改修部分有

屋根の仕上 庇、下屋、大屋根：桟瓦

軒裏の仕上 北側：化粧垂木、野地、軒桁、腕木、店舗部分はパラペット

南側：化粧垂木、野地

外壁の仕上 北側：真壁、黒漆喰、袖うだつ、店舗部分はシャッター・金属パラペット・テント

南側１階：トタン、南側2階：真壁、漆喰、東側：杉板、西側：トタン

建具開口 木製建具、一部アルミサッシ、店舗部分はシャッター

特 徴 中・西の２軒は建設当初を留めており、階高を見ても典型的な昭和の長屋建築。

増築の有無 無

用途変更 当初のまま

建物の現況写真
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現況図、面積

住戸Ａ：住宅

１階 34.94㎡

２階 30.57㎡（２室）

住戸Ｂ：住宅

１階 41.93㎡

２階 36.69㎡（３室）

住戸Ｃ：店舗併用住宅

１階 62.89㎡

２階 55.03㎡（４室）

Ａ+Ｂ+Ｃ

１階 139.77㎡ 42.28坪

２階 122.30㎡ 36.99坪

延べ 262.07㎡ 79.27坪

再生計画の考え方

復原と修景

日本全体も大和高田もそうであるように、時代は経済一辺倒から文化

の成熟を模索する時代に移行しつつある。

次世代に向け私達が残すべき建築文化の大切さを認識し、余力のある

時代のうちに継承を実行するべきと考えます。

よって今回の利活用提案は、大和高田市寺内町の町並み景観の品格を

保持するため伝統的町家の外観の復原を行い、新しい活用により中心市

街地への街の遺伝子を残す操作を試みるシミュレーションとしたい。
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寺内町で昭和の時期に建てられた町家、長屋

活用方法と内部空間

住戸Ａ：住宅

日割り借家、一戸貸し

（事例 今井庵楽）

住戸Ｂ：事務所

訪問介護や宅配サービス等

の福祉系ＮＰＯの入居を誘致。

大学研究室のサテライト利用。

住戸ＡＢＣの運営に当たる。

住戸Ｃ：コミュニティ・レストラン

若者から高齢者、観光客も含め

誰もが気軽に利用できる。

大和高田寺内町に欠けている、

もてなし空間の創造

Ａ＋Ｂ＋Ｃの相乗作用を期待！
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「コミュニティ・レストラン」とは

「食」を核にしたコミュニティ支援を目的としたＮＰＯの起業モデル。
●地域で生き、地域で自立して暮らすためのもう一つの『しごとの場』づくり
●「コミュニティ・ビジネスとしてのＮＰＯの起業」
●「福祉就労と社会就労の中間型のいわばＮＰＯ就労のモデルづくり」

コミュニティ･レストランは、以下の５つの機能を包含。

①人材養成機能

②生活支援センター機能

③自立生活支援機能

④コミュニティセンター機能

⑤循環型まちづくり機能

出展：（特非）NPO 研修･情報センター代表理事 世古一穂 「コミュニティ・レストラン」とは

事例 寺西家阿倍野長屋
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建築基準法について

●住戸Ａ：住宅についての用途変更はない。

●住戸Ｂ：１階住宅部分≒42 ㎡の用途変更

（専用住宅→事務所兼用住宅）

●住戸Ｃ：１階店舗部分≒54 ㎡の用途変更

（店舗併用住宅、物販店舗→レストラン）

以上、用途変更部分の床面積≒96 ㎡となり確認申請の手続きは必要ないが、

改修にあたり法的遡及を免れない部分については、合法的に対処する。


